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財
団
法
人
「
交
通
遺
児
育
英
会
」
が
先
に
交
通
遺
児
家
庭
を
対
象
に
行
つ
た
「
生
活
と
教
育
に
関
す
る
」
調
査
結
果

は
、
交
通
遺
児
家
庭
の
大
半
が
貧
窮
の
淵
に
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
浮
彫
り
に
し
て
い
る
。
母
親
の
多
く
は
過 

 
 

労
か
ら
病
気
が
ち
で
あ
り
、
雇
用
状
態
も
不
安
定
で
低
収
入
に
悩
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。 

中
で
も
、
遺
児
家
庭
の
進
学
問
題
は
深
刻
で
あ
り
、
貧
困
が
高
校
進
学
の
夢
を
打
ち
砕
き
、
ま
た
中
途
退
学
を 

 
 

余
儀
な
く
さ
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
実
態
は
、
約
十
二
万
人
の
交
通
遺
児
に
限
ら
ず
全
国
六
十
三
万
の
母
子
家
庭 

 
 

の
全
体
の
姿
で
も
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
遺
児
家
庭
の
窮
状
を
打
開
す
る
こ
と
は
極
め
て
緊
要
で
あ
る
。 

一 

教
育
費
の
高
騰
が
交
通
遺
児
の
高
校
進
学
の
夢
を
打
ち
砕
い
て
い
る
。
財
団
法
人
「
交
通
遺
児
育
英
会
」
の
資 

 

金
は
窮
迫
状
況
に
あ
り
、
来
年
度
は
実
質
的
に
活
動
不
能
に
な
る
と
み
ら
れ
る
が
、
ど
う
認
識
し
て
い
る
か
。 

従
つ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

交
通
遺
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関
す
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質
問
主
意
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三 

 



 

四 

母
親
達
の
働
き
や
す
い
環
境
を
つ
く
る
た
め
、
保
育
園
の
優
先
入
園
や
有
給
職
業
訓
練
制
度
の
充
実
、
雇
用 

 
 

奨
励
金
の
増
額
な
ど
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
ど
う
か
。 

五 

「
母
子
家
庭
の
母
親
の
雇
用
促
進
法
」（
仮
称
）
の
早
期
制
定
は
、
母
子
家
庭
の
強
い
要
望
で
あ
る
。
本
法
の
早
急

な
法
制
化
が
必
要
と
考
え
る
が
、
次
期
国
会
（
第
九
十
一
通
常
国
会
）
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
措
置
さ
れ
る
か
。 

三 

官
公
庁
や
公
的
機
関
、
民
間
会
社
な
ど
に
法
定
雇
用
率
を
定
め
、
母
親
の
就
職
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
と
考 

 
 

え
る
が
ど
う
か
。 

六 

遺
族
年
金
、
母
子
年
金
等
の
最
低
保
障
額
は
、
生
活
実
態
と
か
な
り
か
け
離
れ
た
現
状
に
あ
る
。
実
勢
に
合 

二 

現
在
、
交
通
遺
児
対
策
の
一
環
と
し
て
、
自
動
車
事
故
対
策
セ
ン
タ
ー
が
行
つ
て
い
る
交
通
遺
児
へ
の
貸
付 

 
 

限
度
額
に
つ
い
て
、
そ
の
引
上
げ
と
と
も
に
貸
付
対
象
の
拡
大
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

こ
の
苦
難
を
打
開
す
る
た
め
に
、
政
府
補
助
金
を
増
額
し
、
「
育
英
会
」
が
行
う
奨
学
金
の
増
額
や
対
象
者
の
拡 

 
 

大
等
の
措
置
に
対
す
る
援
助
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

四 

 



 

 

五 

わ
せ
、
そ
の
引
上
げ
を
図
る
べ
き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

七 

母
子
家
庭
に
お
け
る
母
親
は
唯
一
の
働
き
手
で
あ
る
。
母
親
の
健
康
を
守
る
た
め
等
か
ら
、
生
活
保
護
の
被 

 
 

保
護
世
帯
の
生
活
水
準
に
極
め
て
近
い
ボ
ー
ダ
ー
・
ラ
イ
ン
層
に
あ
る
母
子
家
庭
の
、
実
質
的
な
「
医
療
費
の 

 
 

費
用
負
担
軽
減
」
を
実
施
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

八 

第
二
次
石
油
イ
ン
フ
レ
の
被
害
を
直
接
被
つ
て
い
る
母
子
家
庭
の
生
活
の
窮
状
を
打
開
す
る
た
め
、
〝
灯 

 
 

油
代
〟
〝
も
ち
代
〟
な
ど
の
考
え
方
を
含
む
越
年
資
金
を
緊
急
に
支
給
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
措
置 

 

さ
れ
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 


